
生駒市条例第１３号 

 生駒市立保育所条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  令和元年８月８日 

生駒市長 小 紫 雅 史 

 

   生駒市立保育所条例の一部を改正する条例 

 生駒市立保育所条例（昭和３０年３月生駒市条例第８号）の一部を次のように

改正する。 

 題名を次のように改める。 

   生駒市立保育所の設置等に関する条例 

 第２条の表生駒市立みなみ保育園の項中「１２０人」を「２００人」に改め

る。 

 第４条から第４条の３までを削り、第５条を第４条とし、第６条を第５条とす

る。 

 別表を削る。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和元年１０月１日から施行する。ただし、第２条の表の改正

規定は、令和２年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 改正前の生駒市立保育所条例の規定により納付すべき保育料については、な

お従前の例による。 


